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１．住宅局関係予算総括表
（単位：百万円）

前 年 度
予 算 額

平成２０年度
対前年度
倍　　率

(A) (B) (B/A)

685,256 654,770 0.96
193,434 194,255 1.00

うち　地域住宅交付金 187,000 193,000 1.03
17,187 46,574 2.71

0 30,000 皆増
73,206 88,920 1.21
13,500 14,000 1.04
13,650 17,000 1.25

0 13,000 皆増
0 5,000 皆増

341,000 271,000 0.79
59,000 53,000 0.90
1,429 1,021 0.71

328,949 328,076 1.00
274,949 275,606 1.00
243,000 251,000 1.03 ・他局との共管である。

・まちづくり交付金の内示額には、重点施策推進要望に係る施策として
　10,000百万円を含む。

20,999 20,656 0.98 ・市街地再開発事業等の内示額には、重点施策推進要望に係る施策として
　4,000百万円を含む。

350 350 1.00
10,600 3,600 0.34 ・他局分を含む。

54,000 52,470 0.97
800 350 0.44

53,200 52,120 0.98

1,014,205 982,846 0.97

3,769 6,334 1.68

1,017,974 989,180 0.97

農地所有者等賃貸住宅等

市 街 地 整 備

合　　　　　　　　　　　　計

道 路 環 境 整 備

行 政 経 費

ま ち づ く り 交 付 金

市 街 地 再 開 発 事 業 等

都 市 再 生 推 進 事 業
都 市 再 生 機 構

都 市 再 生 推 進 事 業
住 宅 市 街 地 総 合 整 備

再　　　　　　　　　　　　計

うち　都市再生機構出資金（ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ型）

うち　密集市街地整備
うち　住宅・建築物耐震改修等
うち　超長期住宅先導的モデル事業
うち　住宅・建築物「省CO2推進ﾓﾃﾞﾙ事業」

住 宅 市 街 地 総 合 整 備

住 宅 金 融 支 援 機 構
都 市 再 生 機 構

都 市 環 境 整 備

・本表は、沖縄振興開発事業費の国土交通省関係分を含む。
・計数は整理の結果異動することがある。

・住宅市街地総合整備の内示額には、重点施策推進要望に係る施策として
　10,000百万円を含む。

備 考事 項

地 域 住 宅 交 付 金 等

公的賃貸住宅家賃対策等

住 宅 都 市 環 境 整 備

住 宅 対 策
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２．財政投融資等

（単 位 ： 百万円）

区 分 前年度(A) 平成20年度(B) 比較増△減 倍率(B/A)

(独)住宅金融支援機構 2,610,700 2,545,100 △ 65,600 0.97

30,000 30,000 0 1.00財政融資資金

2,580,700 2,515,100 △ 65,600 0.97自己資金等

(独)都 市 再 生 機 構 2,071,227 1,950,115 △ 121,112 0.94

808,100 734,000 △ 74,100 0.91財政融資資金

1,263,127 1,216,115 △ 47,012 0.96自己資金等

合 計 4,681,927 4,495,215 △ 186,712 0.96

838,100 764,000 △ 74,100 0.91財政融資資金

3,843,827 3,731,215 △ 112,612 0.97自己資金等

（注）１．自己資金等には、(独)住宅金融支援機構32,874億円、(独)都市再生機構1,100億円の財投

機関債を含む。

２．(独)住宅金融支援機構における平成20年度の自己資金等は、証券化支援事業における買取

実績・市場金利等の動向により変動する可能性がある。

３．(独)都市再生機構は、都市再生業務分である。

４．(独)都市再生機構は、このほかに宅地造成等経過業務分として、政府保証債4,000億円

(前年度2,800億円)がある。
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３．新規制度等 

 

Ⅰ．住宅の寿命を延ばす「２００年住宅」への取組 

 

（１）超長期住宅先導的モデル事業の創設 

超長期住宅の普及・推進のため、先導的な材料・技術・システム等が導入され

るなどの超長期住宅にふさわしい提案を有し、超長期住宅の普及啓発に寄与する

モデル事業、超長期住宅に関する評価・広報、超長期住宅実現のための技術基盤

強化に対して助成を行う。 

 

（２）超長期住宅推進環境整備事業の創設 

超長期住宅実現の環境整備のための担い手の育成、ビジネスモデルの構築を図

るため、住替え・二地域居住の推進及び良好な居住環境の整備を推進する住民組

織・ＮＰＯ等への助成を行う。 

 

（３）住替え促進のための高齢者居住安定基金による保証制度の拡充 

死亡時一括償還型融資に対する債務保証制度の対象を拡充することにより、高

齢者の住宅取得等に係る資金調達を支援するとともに、高齢者の住替え支援のた

めの保証制度の対象を拡充することにより、幅広い年代を通じた住替えを支援す

る。 

 

 

Ⅱ．住宅セーフティネットの充実 

 

（１）ＵＲ（都市再生機構）賃貸住宅ストックの有効活用 

 

① ＵＲ賃貸住宅における居住の安定のための出資金制度の創設 

ＵＲ賃貸住宅のストック再編を円滑に進めつつ、入居者の居住の安定を確保

するため、ＵＲ賃貸住宅の建替え・改善に伴う低所得者の家賃負担の増加を抑

制する新たな出資金（セーフティネット型）制度の創設等を行う。 

 

② 都市・居住環境整備推進出資金（居住環境整備型）の拡充 

（安心住空間創出プロジェクト） 

国土交通省及び厚生労働省の連携施策である「安心住空間創出プロジェク

ト」を推進するため、ＵＲ賃貸住宅ストックについて、建替え等に伴う整備敷

地を活用し、地域における高齢者の居住の安定を図る事業を都市・居住環境整

備推進出資金の充当対象に加える。 

 

 

参考資料 １

参考資料 ２

参考資料 ３

参考資料 ４

参考資料 ５
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（２）地域住宅交付金の拡充による福祉・医療施策との連携強化 

 

① 地域優良賃貸住宅整備事業における医療法人に対する支援措 

置の拡充 

医療法人による良質な高齢者向け賃貸住宅の供給促進を図るため、地域優良

賃貸住宅整備事業における医療法人に対する支援措置を拡充する。 

 

② 地域優良賃貸住宅等と医療提供施設との一体的整備に係る要 

件の緩和 

地域優良賃貸住宅等と医療提供施設との一体的整備を促進する観点から、地

域優良賃貸住宅整備事業等における要件の緩和を行う。 

 

③ 地域優良賃貸住宅（高齢者型改良）の要件緩和 

既存賃貸住宅ストックのバリアフリー改修による高齢者向け賃貸住宅の供

給促進を図るため、地域優良賃貸住宅（高齢者型改良）の戸数要件を緩和する。 

 

（３）地域住宅交付金の拡充による公的賃貸住宅ストックの住宅性能の向上 

 

① 公営住宅ストック総合改善事業等の年度要件の見直し 

公営住宅等の性能の向上を図る観点から、エレベーター設置・省エネ改善等

の公営住宅ストック総合改善事業等について助成要件の緩和を行う。 

 

② 耐震改修をした公営住宅の家賃低廉化助成の対象への追加 

公営住宅ストックの耐震改修を実施した場合の地方公共団体の家賃の低廉

化に要する費用の一部を助成することにより、耐震改修の実施を促進する。 

 

③ 公営住宅等における高耐久性基準の標準化 

公営住宅の耐久性に関する技術基準（公営住宅等整備基準）及び標準建設費

を見直すことにより、公営住宅等の供給に係るライフサイクルコストの縮減等

を図る。 

 

④ 特定公共賃貸住宅ストック等総合改善事業の創設 

地方公共団体が整備した特定優良賃貸住宅法に基づく特定公共賃貸住宅ス

トックや地域特別賃貸住宅ストック（同法が制定される前の予算補助に基づく

もの）等について的確にストック更新を推進するため、改善事業を創設する。 

 

（４）被災者の居住の安定確保のための小規模住宅地区改良事業の 

拡充 

中山間地域等における小規模な被災集落において、慣れ親しんだコミュニティ

の中で暮らし続けられるよう、住宅の供給と住環境整備を一体的に行う小規模住

宅地区改良事業について、その対象地区要件を拡充し、被災地の住まいの復興を

支援する。 

参考資料 ６

参考資料 ７

参考資料 ８

参考資料 ９

参考資料１０

参考資料１１

参考資料１２

参考資料１３
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Ⅲ．住宅・建築物の安全・安心の確保 

 

（１）耐震改修の促進 

 

① 住宅の耐震改修に係る助成の拡充 

地震時における住宅の安全確保を図るため、耐震改修に係る地域要件・建物

要件及び補助率の見直し等を行い、耐震改修の促進を図る。 

 

② 避難所等の耐震改修に係る補助対象率の拡充 

避難所等の安全性と機能確保を図るため、避難所となる公民館、集会所等に

係る耐震改修費用に対する支援を強化する。 

 

（２）密集市街地の整備促進 

密集市街地整備の一層の促進のため、ＮＰＯ等が行う住民等に対する啓発活動

等に係る支援を強化するとともに、建替え事業の助成に係る手続きを簡素化する

ことにより、事業実施の迅速化を図る。 

 

（３）新築住宅の瑕疵担保責任の履行確保 

 

① 住宅保証基金の拡充 

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行により、新築住宅

の供給事業者に対し供託又は保険が義務付けられることから、これらの措置の

円滑な導入と安定的な中小住宅生産者の支援を図るため、住宅保証基金の拡充

を行う。 

 

② 住宅瑕疵担保責任保険制度の安定的運営の確保 

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行にともない、保険

制度の安定的かつ継続的な運営等を確保するため、保険法人による現場検査や

現地調査等の充実・強化等を図る。 

 

③ 特別住宅紛争処理体制の整備 

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行により、住宅紛争

処理機関及び住宅紛争処理支援センターが、保険契約を締結した住宅の紛争処

理を行うことにともない、紛争処理体制の整備を図る。 

 

（４）民間事業者等の知見を活用した建築基準整備の推進 

これまで国が進めてきた建築基準法に係る技術基準整備のための検討につい

て、民間の能力を活用できる部分はそれを積極的に活用し、建築基準の整備、見

直しの促進を図る。 

 

 

参考資料１４

参考資料１５

参考資料１６

参考資料１７

参考資料１８

参考資料１９

参考資料２０
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（５）マンション建替えに係る支援制度の特例措置の延長 

老朽化したマンションについて安全性確保・居住環境の改善等を図るため、マ

ンション建替えに係る支援制度の特例措置（面積・空地要件の緩和等）の期限を

延長し、建替えの一層の促進を図る。 

 

（６）木造住宅の安全性・信頼性向上のための供給体制整備 

喫緊の課題である既存住宅の耐震改修の促進や建築確認・検査制度の見直しへ

の対応について、木造住宅生産の主要な担い手である中小住宅生産者等の技術力

の向上等を図り、木造住宅の安全性・信頼性の向上を図る。 

 

 

Ⅳ．環境に配慮した住宅・建築物の普及 

 

（１）住宅・建築物「省ＣＯ２推進モデル事業」の創設 

家庭部門・業務部門のＣＯ２排出量が増加傾向にある中、住宅・建築物におけ

る省ＣＯ２対策を強力に推進するため、先進的かつ効果的な省ＣＯ２技術が導入さ

れた先導的な住宅・建築プロジェクト及び省ＣＯ２技術に関する評価・広報に対

して助成を行う。 

 

（２）中小事業者等による住宅・建築物に係る省エネ対策の強化 

省エネ性能の高い住宅・建築物の普及を促進するため、中小事業者等による省

エネ対策の円滑化を図るための施工技術等の導入の促進や、事業者を通じた消費

者への啓発等に対し助成を行う。 

 

 

Ⅴ．活力ある地域づくりの支援 

 

① 空き家再生等推進事業の創設（老朽住宅除却等事業の拡充） 

過疎地域等において持続可能な地域づくりを進めるため、空き家等の活用に

よる地域活性化の取り組みを支援し、地域コミュニティの維持・再生を図る。 

 

② 住宅市街地総合整備事業の補助対象の追加 

人口が減少している中心市街地や郊外開発市街地において、空き家等を活用

して、地域の活性化を図る。 

 

③ 地域優良賃貸住宅制度（既存ストック活用タイプ）の創設 

地方公共団体等による空き家等を活用した地域優良賃貸住宅の供給を促進

することにより、定住促進のための良質な賃貸住宅の供給を通じた地域活性化

を推進する。 

 

参考資料２１

参考資料２２

参考資料２３

参考資料２４

参考資料２６

参考資料２７

参考資料２５
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④ 低未利用地有効利用等推進計画作成事業の延長・重点化 

都市再生に寄与する事業へ民間事業者を誘導するための条件整備として、都

市再生機構が行う関係権利者、事業者間の調整等のコーディネート業務等を引

き続き支援することにより、全国の都市再生を推進する。 

 

⑤ 街なみ環境整備事業の拡充 

歴史的風致形成建造物等の保全・活用を支援することにより、良好な街なみ

の維持・再生を推進する。 

 

⑥ 暮らし・にぎわい再生事業の拡充 

地域の特色ある建築物の改修や復元による公益施設の整備等に係る補助要

件の緩和、市街地再開発事業等の事業手法を活用する場合の補助対象の追加等

を行い、既存のまちなみを活かした整備、中心市街地活性化にあわせた防災安

全性の確保・都市機能の更新を図る。 

 

⑦ 街なか居住再生ファンドの対象地域の追加 

人口減少に伴う生活機能低下、地域経済の低迷等が課題となっている地方部

の再生を図るため、ファンドの出資対象地域を拡大することにより、街なか居

住を促進する住宅整備事業等を推進し、居住機能、生活機能の再生を図る。 

 

⑧ 住宅市街地基盤整備事業の再編 

少子高齢化等の社会経済状況の変化に対応した住宅市街地の環境整備を促

進するため、大規模な郊外開発の支援から撤退し、既存団地のバリアフリー化

等にあわせた公共施設の整備等の支援を行う事業に再編する。 

 

⑨ 地域建材の活用等による木造住宅市場の活性化 

木造住宅関連事業者の供給体制整備、地域建材を活用した住宅の普及推進、

これらの担い手の育成など、事業者間の連携による取組を通じ、地域の木造住

宅関連産業の競争力強化、木造住宅市場の活性化を図る。 

 

 

Ⅵ．その他 

 

① 証券化支援事業の着実な推進 

住宅金融支援機構において、民間金融機関による相対的に低利な長期固定金

利の住宅ローンの供給を支援・補完する証券化支援事業を着実に推進する。 

 

② 住宅ローン返済困難者対策の延長 

経済事情の著しい変動等に伴い住宅ローンの支払い能力が低下している者

に返済期間の延長や金利引下げなどの特例措置を適用し、住宅ローン返済を継

続できるよう支援する。 

参考資料２８

参考資料２９

参考資料３０

参考資料３１

参考資料３２

参考資料３３

参考資料３５

参考資料３４
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③ 財政融資資金の繰上償還（補償金免除）の実施等 

住宅金融支援機構の中期目標・中期計画に従い業務運営の効率化等を進める

とともに、引き続き既往債権の証券化による資金を活用して財政融資資金の繰

上償還を行う。 

 

④ 特定優良賃貸住宅等の空家改善対策の推進 

特定優良賃貸住宅等の空家対策を推進するため、用途廃止の要件を緩和する。 

 

参考資料３６

参考資料３７
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参考資料 １

 
 
 

超長期住宅先導的モデル事業の創設 

住宅局 市街地建築課  課長補佐 前田  亮 （内線 39663） 
 
１．目的 

超長期住宅の普及・推進のため、先導的な材料・技術・システム等が導

入されるなどの超長期住宅にふさわしい提案を有し、超長期住宅の普及啓

発に寄与するモデル事業、超長期住宅に関する評価・広報、超長期住宅実

現のための技術基盤強化に対して助成を行う。 
 
２．内容 

（１）提案に基づく事業 

①事業の要件 

 次のすべての要件に該当するものであって、超長期住宅のモデル事業と

して効果が大きいものと判断される事業であること。 
 ・先導的な材料・技術・システム等が導入されるなど、超長期住宅にふ

さわしい提案や創意工夫を含むものであること。 
 ・公開などにより、超長期住宅の普及啓発に効果が高いと認められるも

のであること。 
 ・新築される超長期住宅については、耐久性、維持管理容易性等の基本

性能を確保していること。 
②補助対象 

 ・調査設計計画に要する費用 
 ・建設工事費（改修費を含む。標準的な住宅の整備に要する費用を超え

る費用に限る。） 
 ・超長期住宅の実現に資する維持管理・流通等のシステムの整備、技術

の検証に要する費用 
 ・展示、広報など、情報提供及び普及に要する費用 
③事業主体 

民間事業者等で、公募により選定されたもの  
④補助率  

２／３ 
 

（２）超長期住宅に関する調査・評価、普及・広報を行う事業 

①補助対象 

  超長期住宅に関する調査・評価、普及・広報を行う費用 
②事業主体 

公益法人等 
③補助率  

１０／１０ 
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（３）超長期住宅実現のための技術基盤強化を行う事業 

①補助対象 

  超長期住宅に関する技術マニュアルの作成、講習の実施等を行う費用 
②事業主体 

公益法人等 
③補助率  

１０／１０ 
 

※事業期間 

平成２０年度から平成２４年度に事業着手するもの 

 
３．平成２０年度予算額 

   国費 １３，０００百万円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【超長期住宅先導的モデル事業の創設】

○超長期住宅が
備えるべき基本

・耐久性・耐震性の確保

・可変性の確保

・維持保全の容易性の

等

（部材等に添付）
ICタグ

性能 リーダー

（部材等に添付）
ICタグ

（部材等に添付）
ICタグ

リーダー

定期検査等が
容易に行える

・ICタグによる履歴情報の記録・管理システム
の導入

○超長期住宅を維持管理・流通す
るための提案の例

インフィル（内装・設備）

スケルトン（躯体）

インフィル（内装・設備）

スケルトン（躯体）

・スケルトン（躯体）とインフィル（内装・設備）の
分離

整備した超長期住宅及び提案の効果を広く一般に公開

事業者、住まい手等への普及・啓発

確保
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参考資料 ２

 
 
 

超長期住宅推進環境整備事業の創設 

住宅局 市街地建築課  課長補佐 前田  亮 （内線 39663） 
 
１．目的 

超長期住宅実現の環境整備のための担い手の育成、ビジネスモデルの構

築を図るため、住替え・二地域居住の推進及び良好な居住環境の整備を推

進する住民組織・ＮＰＯ等への助成を行う。 
 
２．内容 

（１）補助内容 

①良好な基盤・まちなみ整備等居住環境整備に資する協定等の締結又は運

用等を行うモデル事業 
②住替え・二地域居住を推進するための住宅の再生、流通の促進等を行う

モデル事業、又は、これを支援するための関係情報の一元的な集約・提

供を行う事業 
③上記の事業の実施のために必要な調査研究等の事業、これらの成果に関

する情報提供に関する事業、又はマニュアルの作成等モデル事業の一般

化・普及・啓発のための事業 
 

（２）事業主体 

地権者で構成する組織、地権者の活動を支援するＮＰＯ法人等、民法

第３４条に規定する法人又は独立行政法人 

 
（３）補助率 

    定額補助（10／10） 

 
３．平成２０年度予算額 

   国費 ４００百万円 
 

住替え等の推進、良好なまちなみの整備を行っている住民組織・ＮＰＯ等を支援

良好なまちなみの整備

まちなみを維持・管理、エリアマネジメント

住替え等の推進

【子育て世帯】【高齢者世帯】

【超長期住宅環境整備事業の創設】

高齢者の住替え等に係る情報提供
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参考資料 ３

 
 
 

住替え促進のための高齢者居住安定基金による保証制度の拡充 

住宅局 住環境整備室 課長補佐 原田健生（内線 39354） 
 
 
 
１．目 的 

死亡時一括償還型融資に対する高齢者居住安定基金の債務保証制度の対

象を拡充することにより、高齢者の住宅取得等に係る資金調達を支援し、高

齢期の生活に適した住宅への住替え等を促進するとともに、同基金による高

齢者の住替え支援のための保証制度の対象を拡充することにより、幅広い年

代を通じた住替えを促進する。 
 

２．内 容 

高齢者居住安定基金について、次の拡充を行う。 
（１）死亡時一括償還型融資に係る債務保証制度の拡充 

住宅金融支援機構等の金融機関が行う死亡時一括償還型融資に対する

債務保証制度の対象に以下の費用に係る死亡時一括償還型融資を追加す

る。 
・住替えを行う高齢者が自ら居住するための住宅の取得等費用 
・住宅共用部分のリフォームに要する費用 

（２）高齢者の住替え支援のための保証制度の拡充 

持家を借上げ賃貸住宅として供給する借上げ主体に対する保証制度の

対象となる借上げ住宅の所有者について、「高齢者（５０歳以上）」の要

件を撤廃する。 
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参考資料 ４

 
 
 

ＵＲ賃貸住宅における居住の安定のための出資金制度の創設 

 
住宅局 民間事業支援調整室 企画専門官 石坂 聡（内線 39153） 

 
 
 
１．目的 

ＵＲ賃貸住宅は、国策として、高度成長期に郊外部を中心に大量供給 

され、低額所得者が多数居住しているが、今後のストック再編に伴う市 

場家賃の上昇が、低所得の入居者の居住の安定に影響を与える恐れがあ 

る。 

このため、ストック再編を円滑に進めつつ、入居者の居住の安定を確 
保するため、ＵＲ賃貸住宅の建替え・改善に伴う低所得者の家賃負担の

増加を抑制する新たな出資金（セーフティネット型）制度の創設等を行

う。 

 
 
２．内容 

低所得の既存入居世帯（収入分位 25%以下）で、ＵＲ賃貸住宅ストックの 

更新・再編に伴い、建替え後・改善後の住戸に入居する場合、 

   ①建替事業 

       a)低所得の高齢者世帯、障害者世帯、母子世帯、生活保護世帯、子育 

て世帯 

     建替後の家賃を 50%減額（50 ㎡分までを限度、従前家賃までを限度） 

       b)その他の低所得世帯 

     建替後の家賃を 20%減額（50 ㎡分までを限度、従前家賃までを限度） 

②改善事業 

     a)低所得の高齢者世帯、障害者世帯、母子世帯、生活保護世帯、子育 

て世帯 

従前の家賃水準まで減額 

       b)その他の低所得世帯 

      改善後の家賃を 20%減額（従前家賃までを限度） 

   平成 20 年度予算額は、400 億円 

    うち、100 億円については、既存の土地有効利用型出資金を活用するこ 

とにより対応する。 
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１．目的 

国土交通省及び厚生労働省の連携施策である「安心住空間創出プロジェ

クト」を推進するため、ＵＲ賃貸住宅ストックについて、建替え等に伴う

整備敷地を活用し、地域における高齢者の居住の安定を図る事業を都市・

居住環境整備推進出資金の充当対象に加える。 

 
 
２．内容 

機構賃貸住宅の建替え等に伴う整備敷地を活用し、福祉施設等（グルー

プホーム、有料老人ホーム、ケアハウス、高齢者専用賃貸住宅等高齢者の

居住施設）を供給する民間事業者に、ＵＲが賃貸する場合、当該敷地の用

地費相当分の５０％について、出資金を充てることができる。 

 

参考資料 ５

都市・居住環境整備推進出資金(居住環境整備型)の拡充 

（安心住空間創出プロジェクト） 

住宅局 民間事業支援調整室 企画専門官 石坂 聡（内線 39153）
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１．目 的 

医療費適正化の総合的な推進、療養病床の再編等の医療制度改革を背景に、

在宅医療に対応する受け皿として良質な高齢者向け賃貸住宅の供給促進の

必要性が高まっている。このような状況の中、医療法人の附帯業務の範囲が

今年５月に拡大され、賃貸住宅事業を行うことが可能となった。 
そこで、地域優良賃貸住宅整備事業（地域住宅交付金(基幹事業)）におけ

る医療法人に対する支援措置を拡充し、医療法人による良質な高齢者向け賃

貸住宅の供給促進を図る。 
 

２．内 容 

医療法人が地域優良賃貸住宅（高齢者型）を整備する場合、地域住宅交付金

の交付対象事業費を全体工事費（建設費、買取費等）の１／３とする。 
 
 
 
【参考】現行制度 

※医療法人は民間事業者として取り扱い 

事業主体 交付対象事業費 
地方公共団体 建設費、買取費等 
地方住宅供給公社、社会福祉法人

等 
建設費、買取費等の 1/3 

民間事業者※ 共同施設等整備費等の 2/3 

住宅局 住環境整備室 課長補佐 原田健生（内線 39354）

地域優良賃貸住宅整備事業における医療法人に対する支援措置の拡充 

参考資料 ６
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参考資料 ７

 
 
 

地域優良賃貸住宅等と医療提供施設との一体的整備に係る要件の緩和 

住宅局 住環境整備室 課長補佐 原田健生（内線 39354） 
 
 
 
１．目 的 

医療費適正化の総合的な推進、療養病床の再編等の医療制度改革を背景に、

在宅医療に対応する受け皿として良質な高齢者向け賃貸住宅の供給促進の

必要性が高まっている。このような状況の中、医療法人の附帯業務の範囲が

今年５月に拡大され、賃貸住宅事業を行うことが可能になった。 
このため、地域住宅交付金（基幹事業）の地域優良賃貸住宅整備事業等に

おける要件の緩和を行い、地域優良賃貸住宅又は借上公営住宅と医療提供施

設との一体的整備を促進する。 
 

２．内 容 

 （現 行） 
地域優良賃貸住宅又は借上公営住宅と医療提供施設を一体的に整備する場

合、医療提供施設と社会福祉施設等とを併せて整備する場合に限り、地域住

宅交付金の交付対象事業費に一体的整備に伴い生じる住宅整備費の増加分を

加算し、交付対象事業費を算定 
  ↓ 
（改正後） 

地域優良賃貸住宅又は借上公営住宅と医療提供施設を一体的に整備する場

合、単独の医療提供施設を一体的に整備する場合についても、地域住宅交付

金の交付対象事業費に一体的整備に伴い生じる住宅整備費の増加分を加算し、

交付対象事業費を算定 
 

※ 住宅市街地総合整備事業、防災街区整備事業、市街地再開発事業、優良建築物等整備

事業においても同様の要件緩和を行う。 
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参考資料 ８

 
 
 

地域優良賃貸住宅（高齢者型改良）の要件緩和 

住宅局 住環境整備室 課長補佐 原田健生（内線 39354） 
 
 
 
１．目 的 

地域優良賃貸住宅整備事業（地域住宅交付金(基幹事業)）における地域優

良賃貸住宅（高齢者型改良）の戸数要件を緩和することにより、既存賃貸住

宅ストックのバリアフリー改修による高齢者向け賃貸住宅の供給を促進す

る。 
 

２．内 容 

地域優良賃貸住宅（高齢者型改良）の助成に係る戸数要件について、次の

通り緩和を行う。 
 

〔戸数要件〕 
（現 行） 

5 戸以上整備すること 
↓ 
（改正後） 

10 年以内に段階的に 5 戸以上整備すること 
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参考資料 ９

 
 
 

公営住宅ストック総合改善事業等の年度要件の見直し 

住宅局 住宅総合整備課 企画専門官  長谷川貴彦（内線 39314）

 

１．目 的 

 

公営住宅等の性能の向上を図る観点から、エレベーター設置・省エネ改善等

の公営住宅ストック総合改善事業等について助成要件の緩和を行う。 

 

 

２．概 要 

 

公営住宅ストック総合改善事業（地域住宅交付金（基幹事業））における個

別改善事業の対象となる公営住宅について、次のとおり、改善事業の内容に応

じ、新設住宅について関連する技術基準が義務づけられている場合には、義務

づけられた年度以前に整備された公営住宅を追加する。 

なお、改良住宅ストック総合改善事業も同様の見直しを行う。  

 

・省エネルギー対策に係る改善：平成 6年度以前に整備されたもの 

・バリアフリー対策に係る改善（玄関、便所等の手すりの設置等）：

平成 14 年度以前に整備されたもの 

・ＥＶ設置に係る改善：平成 14 年度以前に整備されたもの 

・防犯対策に係る改善：平成 12 年度以前に整備されたもの 

 

 

（参考）現行制度 

○ 対象となる公営住宅 

原則として平成２年度以前に整備された公営住宅 
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参考資料１０

 

 

 

耐震改修をした公営住宅の家賃低廉化助成の対象への追加 

住宅局 住宅総合整備課 企画専門官  長谷川貴彦（内線 39314）

 

 

１．目 的 

 

公営住宅ストックの耐震改修を実施した場合の地方公共団体の家賃の低廉

化に要する費用の一部を助成することにより、耐震改修の実施を促進する。 

 

 

２．概 要 

 

耐震改修を実施した公営住宅に係る家賃の低廉化に要する費用（近傍同種

家賃と入居者負担基準額の差額から家賃収入補助対象額を控除した額）を一

定期間（３年間）に限り交付対象とする。 

なお、公営住宅ストック総合改善事業の実施により行う家賃低廉化助成は、

当該公営住宅を事業実施後概ね 15 年間使用することを前提として行うもの

とする。 
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参考資料１１

 

 
 

公営住宅等における高耐久性基準の標準化 

住宅局 住宅総合整備課 企画専門官  長谷川貴彦（内線 39314）

 

 

１．目 的 

 

公営住宅の耐久性に関する技術基準（公営住宅等整備基準）及び標準建設費

を見直すことにより、公営住宅等の供給に係るライフサイクルコストの縮減等

を図る。 

 

 

２．概 要 

 

公営住宅等の供給に係るライフサイクルコストの縮減等を図る観点から、公

営住宅等整備基準及び標準建設費について、次のとおり見直しを行う。 

 

(1) 公営住宅等整備基準 

現行の公営住宅等整備基準において採用している劣化対策に関する基準

について日本住宅性能表示基準第５の３－１劣化対策等級２を等級３にひ

きあげる。（木造の住宅については、等級１を等級２にひきあげる。） 

 

(2) 標準建設費の見直し 

公営住宅、地域優良賃貸住宅（一般型）（地方公共団体が供給を行うもの

に限る。）、改良住宅等の標準建設費について、物価変動等を反映したデフレ

ーターを基にした見直しを行うとともに、(1)の劣化対策に係る基準の見直

しに伴い、次のとおり標準建設費を見直す。 

① 低層住宅（1～2階）＋4.5％ 

② 中層住宅（3～5階）＋0.9％ 

③ 高層住宅（6階 ～）＋1.2％ 
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参考資料１２

 

 

 

特定公共賃貸住宅ストック等総合改善事業の創設 

住宅局 住宅総合整備課 企画専門官  長谷川貴彦（内線 39314）

 

１．目 的 

 

地方公共団体が整備した特定優良賃貸住宅法に基づく特定公共賃貸住宅ス

トックや地域特別賃貸住宅ストック（同法が制定される前の予算補助に基づ

くもの）等について的確にストック更新を推進するため、改善事業を創設す

る。 

 

２．概 要 

 

特定公共賃貸住宅ストック等について、公営住宅ストック総合改善事業と

同様の改善事業を創設し、地域住宅交付金（基幹事業）により助成を行う。 

 

(1) 要件 

・改善後の住宅について、概ね 10 年以上引き続き管理すること等 

 

(2) メニュー等の内容 

居住性の向上、高齢者対応や安全性の向上を伴う次の改善事業を対象とする。 

・住戸改善 

・共用部分改善 

・屋外・外構改善 

 

(3) 助成額 

(2)の改善事業の整備費を交付金算定事業費として、その概ね 45%を国が助

成する。 

 

(4) その他 

 その他の事項については、公営住宅ストック総合改善事業に準ずる。 
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参考資料１３

 
 
 

被災者の居住の安定確保のための小規模住宅地区改良事業の拡充 

住宅局 住環境整備室 企画専門官 上森康幹（内線 39353） 
 
 
 
１．目的 

中山間地域等における小規模な被災集落において、慣れ親しんだコミュニテ

ィの中で暮らし続けられるよう、住宅の供給と住環境整備を一体的に行う小規

模住宅地区改良事業について、その対象地区要件を拡充し、被災地の住まいの

復興を支援する。 

 
２．概要 

  大規模な災害による被害を受けた過疎地域における小規模な被災集落にお

いて生活再建を支援する観点から、地域住宅交付金の基幹事業である小規模住

宅地区改良事業の対象地区要件について次の通り拡充を行う。 

【現行】 

・不良住宅戸数  １５戸以上 

・不良住宅率   ５０％以上 

【拡充】 

現行の対象地区に加え、過疎地域において実施され、かつ、激甚災

害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第３条又は第２

２条に基づく激甚災害に係る居住の安定のための事業である場合に

は、 

・不良住宅戸数   ５戸以上

・不良住宅率   ５０％以上  とする。 
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参考資料１４

 
 
 

住宅の耐震改修に係る助成の拡充 

 
 
１．目的 

地震時における住宅の安全確保を図るため、耐震改修に係る地域要件・

建物要件及び補助率の見直し等を行い、耐震改修の促進を図る。 
 
２．内容 

（１）住宅の耐震改修に係る地域要件・建物要件の見直し及び補助率の拡充 

収入分位 40%以下の世帯の住宅について、以下の措置を講ずる。 

① 耐震改修費補助に係る地域要件・建物要件の撤廃。 
【要 件】 

（現行）                （改正後） 
地域要件：既成市街地内等 
建物要件：避難路沿いに存すること等 

 
 

収入分位 40%※以下の世

帯の住宅にあっては撤廃 
※収入分位の算定例：３人世帯の場合：年収 484 万円、4 人世帯の場合：年収 531 万円 
 
② 耐震改修費用に対する補助率を引き上げる。 
【補助率】  

（現行）              （改正後） 
国と地方公共団体で 15.2% 
(国：7.6%、地方：7.6%） 

 
 

国と地方公共団体で 23% 
(国：11.5%、地方：11.5%） 

 
（２）死亡時一括償還型融資(リバースモーゲージ的融資)の積極活用 

 死亡時一括償還型融資を使用する場合に必要となる不動産鑑定費用、事

務手数料等を補助対象に追加する。 
 
（３）緊急輸送道路沿道の住宅に係る助成の拡充 

地震時に緊急輸送道路を閉塞するおそれがある沿道の住宅の耐震改修

費用に対する補助率を引き上げる。 
【補助率】  

（現行）              （改正後） 
国と地方公共団体で 15.2% 
(国：7.6%、地方：7.6%） 

 
 

国と地方公共団体で 2/3 
(国：1/3、地方：1/3） 

住宅局 市街地建築課  課長補佐 前田  亮 （内線 39663）

 
３．平成２０年度予算額 

   国費 １７，０００百万円 
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参考資料１５ 
 
 
 
 

避難所等の耐震改修に係る補助対象率の拡充 

住宅局 市街地建築課  課長補佐 前田  亮 （内線 39663） 
 
 
１．目的 

避難所等の安全性と機能確保を図るため、避難所となる公民館、集会所

等に係る耐震改修費用に対する支援を強化する。 
 
 
２．内容 

地域防災計画に避難所等として位置付けられた建築物又は位置付けられ

る予定の建築物の耐震改修費用に対する補助率を引き上げる。 

 

【補助率】  

（現行）              （改正後） 
地方公共団体実施 

国：7.6％ 
 
民間実施 

国と地方公共団体で 15.2% 
(国：7.6%、地方：7.6%） 

 
 

地方公共団体実施 

国：1/3 
 
民間実施 

国と地方公共団体で 2/3 
(国：1/3、地方：1/3） 

 
 

(参考）避難所等、緊急輸送道路沿道の建築物以外の建築物の耐震改

修費用に対する補助率 
 

地方公共団体実施 

国：7.6％ 

 

 

民間実施 

国と地方公共団体で 15.2% 

(国：7.6%、地方：7.6%） 

 
３．平成２０年度予算額 

   国費 １７，０００百万円 
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参考資料１６

 
 
 

密集市街地の整備促進 

住宅局 市街地建築課  課長補佐 前田  亮 （内線 39663） 
 
 
１．目的 

密集市街地整備の一層の促進のため、ＮＰＯ等が行う住民等に対する啓

発活動等に係る支援を強化するとともに、建替え事業の助成に係る手続き

を簡素化することにより、事業実施の迅速化を図る。 
 
 
２．内容 

（１）事業普及活動促進等に対する助成の強化 

ＮＰＯ等が実施する事業普及活動促進等に対する助成の実施時期につい

て、整備計画承認前においても実施可能とする。（現行：整備計画承認後の

み対象） 

 

（２）建替え事業の助成に関する手続きの簡素化 

密集市街地整備法の認定基準に適合するものとして地方公共団体が認め

る建替え事業について、法上の認定を受けたものと同様、建替え事業の助

成対象とする。 

（助成の要件として法上の認定手続きは不要とする。） 

 

３．平成２０年度予算額 

   国費 １４，０００百万円 
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参考資料１７

 
 
 

住宅保証基金の拡充 

住宅局 住宅生産課 課長補佐  豊嶋太朗（内線 39454） 
 
 
１．目的 

 平成１９年５月に成立した「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関す

る法律」の施行により、新築住宅の供給事業者に対し供託又は保険による瑕

疵担保責任履行のための資力の確保が義務付けられることから、これらの措

置の円滑な導入と安定的な中小住宅生産者の支援を図るため、住宅保証基金

の拡充を行う。 
 
２．内容 

（１）住宅保証基金の増額 

 法律の施行による基金利用者の増大に対し確実かつ安定的に支援を行う

とともに、巨大損害時や故意・重過失への対応を確実に行うため、住宅保証

基金の増額を行う。 

 

【平成２０年度予算額】 国費 １，６００百万円 

 

（２）基金の活用主体の拡充 

 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の施行にともない、

指定される住宅瑕疵担保責任保険法人（保険法人）と保険契約を締結する中

小住宅生産者に対しても確実な瑕疵保証の履行のための支援措置を講じる

ため、住宅保証基金の活用主体に保険法人を追加する。 
 

＜基金制度の概要＞
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参考資料１８

 
 
 

住宅瑕疵担保責任保険制度の安定的運営の確保 

住宅局 住宅生産課 課長補佐  豊嶋太朗（内線 39454） 
 
 
１．目的 

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行にともない、新

築住宅の供給事業者による瑕疵担保責任のための保険制度の安定的かつ継続

的な運営等を確保するため、保険法人による現場検査や現地調査等の充実・

強化等を図る。 
 
２．内容 

  (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター及び(財)住宅保証機構が実施

する、保険等の業務に係る検査体制や事故調査体制の整備、事故に係る情報

共有体制の整備、事業者・消費者への普及・啓発等瑕疵担保責任の履行の確

保のための事業に要する経費に対して補助を行う。 

 

３．平成２０年度予算額 

国費 ４００百万円 

 

＜保険制度における検査の仕組み（イメージ）＞ 
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参考資料１９

 
 
 

特別住宅紛争処理体制の整備 

住宅局 住宅生産課 課長補佐  豊嶋太朗（内線 39454） 
 
 
１．目的 

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行により、住宅品

確法に基づく住宅紛争処理機関及び住宅紛争処理支援センターが、新たに保

険契約を締結した住宅について紛争処理を行うことにともない、紛争処理体

制の整備を図る。 
 

２．内容 

  (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターによる、保険契約を締結した

住宅についての紛争処理の実施にあたっての紛争処理支援体制の整備に要す

る経費に対して補助を行う。 

 

３．平成２０年度予算額 

国費 ３００百万円 
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参考資料２０

 
 
 

民間事業者等の知見を活用した建築基準整備の推進 

住宅局 建築指導課 課長補佐 松野 秀生（内線 39519） 
 
 
１．目的 

本事業は、これまで国が進めてきた建築基準法に係る技術基準整備のための

検討について、民間の能力を活用できる部分はそれを積極的に活用し、基準の

整備、見直しの促進を図ることを目的とする。 

 
 
２．内容 

国が建築基準を整備する上で必要な事項について、国の指示に基づき、基

礎的なデータ・技術的知見の収集・蓄積等の調査及び技術基準の原案の基礎

資料の作成を行う民間事業者、公益法人（耐震改修支援センター等）、国立大

学法人等に対して補助する。 

 

３．平成２０年度予算額 

国費 ５００百万円 

 
 
 

〔参考:制度のフロー図〕 
 
 
 

 

②調査事項
の提示

③提案

④調査主体
の選定

⑤調査指示
【助成制度】

⑥調査結果
の報告

建
築
基
準
の
整
備

国土交通省(本省・国土技術政策総合研究所)

①対応が必要な課題に関する調査計画を策定
例：・大規模な建築物群における

防災安全性の確保
・長周期地震動による影響

対応が必要な課題に関する基礎的データや技術的知見を有
する
・民間事業者
・公益法人(耐震改修支援センター等)
・国立大学法人 等

検討・精査

②調査事項
の提示

③提案

④調査主体
の選定

⑤調査指示
【助成制度】

⑥調査結果
の報告

建
築
基
準
の
整
備

国土交通省(本省・国土技術政策総合研究所)

①対応が必要な課題に関する調査計画を策定
例：・大規模な建築物群における

防災安全性の確保
・長周期地震動による影響

対応が必要な課題に関する基礎的データや技術的知見を有
する
・民間事業者
・公益法人(耐震改修支援センター等)
・国立大学法人 等

検討・精査
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参考資料２１

 
 
 

マンション建替えに係る支援制度の特例措置の延長 

住宅局 市街地建築課 課長補佐  前田 亮（内線 39653） 
 
 
１．目的 

老朽化したマンションについて安全性確保・居住環境の改善等を図るため、

建替えの一層の促進を図る。 
 
 
２．内容 

優良建築物等整備事業（マンション建替えタイプ）の面積要件・空地要件・

調査設計計画費補助に係る同意要件に係る時限措置について、適用期間を 5 年

間延長する。（平成 24 年度まで） 
 
 ○特例措置（平成 19 年度まで → 平成 24 年度まで） 

 原則 特例措置 
面積要件 区域面積が原則 1,000 ㎡

以上 
300 ㎡以上 

空地要件 法定空地率（１－建蔽率）

＋15～20%の空地を確保

法定空地率どおり 

調査設計計画費補

助に係る同意要件 
賛成 4/5 以上 明確に反対を表明するも

のが 1/5 未満 
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参考資料２２

 
 
 

木造住宅の安全性・信頼性向上のための供給体制整備 

住宅局 木造住宅振興室 課長補佐 浦口 恭直（内線 39413） 
 
 
１．目的 

昨今、中越沖地震など大規模な地震によって多くの古い木造住宅が倒壊し

ており、既存木造住宅の耐震改修を緊急に進め、安全性を確保することが喫

緊の課題となっている。また、構造計算書偽装問題を受けた建築基準法等の

改正による建築確認・検査制度の見直しに的確に対応することにより、木造

住宅の信頼性の向上を図ることも緊急の課題となっている。 

本事業では、このような木造住宅の安全性・信頼性に関する課題に対応す

るため、主要な担い手である中小住宅生産者等の技術力の向上等を図る。 

 

 

２．内容 

（財）日本住宅・木材技術センター等が行う下記の事業に対して補助を行

う。 

・木造住宅における耐震改修を促進するための、施工方法の開発・普及、

事業者等を通じた消費者への啓発等の実施。 

・建築確認・検査制度の見直しを円滑に施行するための支援ツールの開発・

普及等の実施。 

 

 

３．平成２０年度予算額 

国費 ６００百万円 
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参考資料２３

 
 
 

住宅・建築物「省ＣＯ２推進モデル事業」の創設 

住宅局 市街地建築課  課長補佐 前田  亮 （内線39663）  
 
１．目的 

家庭部門・業務部門のＣＯ２排出量が増加傾向にある中、住宅・建築物におけ

る省ＣＯ２対策を強力に推進するため、先進的かつ効果的な省ＣＯ２技術が導入さ

れた先導的な住宅・建築プロジェクト及び省ＣＯ２技術に関する評価・広報に対

して助成を行う。 
 
２．内容 

（１）提案に基づく事業 

①事業の要件 

 次のすべての要件に該当するものであって、ＣＯ２の削減に寄与するモデル事

業として効果が大きいものと判断された住宅・建築プロジェクトであること。 
 ・材料、設備、設計、運用システム等において、ＣＯ２の削減に寄与する先導

的な技術が導入されるものであること。 
 ・新築される住宅・建築物については、省エネ法に基づく省エネ基準に適合す

るものであること。 
②補助対象 

 ・調査設計計画に要する費用 
 ・先導的な省ＣＯ２技術に係る建築構造、建築設備等の整備に要する費用 
 ・効果の検証等に要する費用 
③事業主体 

民間事業者等で、公募により選定されたもの  
④補助率  

１／２ 
 

（２）省ＣＯ２技術に関する調査・評価、普及・広報を行う事業 

①補助対象 

  省ＣＯ２技術に関する調査・評価、普及・広報を行う費用 
②事業主体 

公益法人等 
③補助率  

１０／１０ 
※事業期間 

平成２０年度から平成２４年度に事業着手するもの 

 
３．平成２０年度予算額 

   国費 ５，０００百万円
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参考資料２４

 
 
 

中小事業者等による住宅・建築物に係る省エネ対策の強化 

住宅局 住宅生産課 企画専門官 山下 英和（内線 39732） 
 
１．目的 

京都議定書の第一約束期間（2008 年から 2012 年まで）を目前に控え、また「世

界全体の排出量を 2050 年までに半減させる」という長期目標を見据え、特に 

ＣＯ２排出量の伸びが著しい家庭・業務部門における対策の強化は喫緊の課題と

なっている。 

このため、中小事業者等による省エネ対策の強化を図るとともに、住宅・建

築物の省エネ性能の向上に係る規制・誘導策の充実・強化に対応するための措

置を講じる。 

 
２．内容 

 (財)建築環境・省エネルギー機構及び(社)住宅生産団体連合会等が行う以下の

事業に対して補助を行う。 
   ①中小事業者等による省エネ対策の円滑化を図るための施工技術等の導入

の促進 
②事業者を通じた消費者への啓発 

   ③規制の実効性確保のための体制整備 
 
３．平成２０年度予算額 

  国費 ３００百万円 
 
 

省エネ性能の高い住宅・建築物の普及を促進するため、中小事業者等による省エネ対策の強化

を図るとともに、住宅・建築物の省エネ性能の向上に係る規制・誘導策の充実・強化に対応するた

めの措置を講じる。（定額補助）

【補助内容】

・中小事業者等による省エネ対策の円滑化を図るための施工技術等の導入の促進

・事業者を通じた消費者への啓発

・規制の実効性確保のための体制整備

中小事業者等による住宅・建築物に係る省エネ対策の強化 予算

既存住宅の省エネリフォームの促進（省エネ改修促進税制の創設）

住宅・建築物の省エネ措置の一層の強化 法律

税制

住宅・建築物の省エネについて抜本的な対策が必要

民生部門（業務部門・家庭部門）のＣＯ２排出量は、基準年（1990年）に比して約４割増加

京都議定書（2005年発効）
第１約束期間（2008～2012年）に温室効果
ガスの排出量を基準（1990年）と比べて
６％削減

ハイリゲンダム・サミット（2007年）
「2050年までに世界全体の温室効果ガスの
排出量を少なくとも半減することなどを真剣に
検討する」
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参考資料２５

 
 
 

空き家再生等推進事業の創設（老朽住宅除却等事業の拡充） 

住宅局 住環境整備室 企画専門官 上森康幹（内線 39-353） 
 
 
１．目的 

 過疎地域等において持続可能な地域づくりを進めるため、地域住宅交付

金の基幹事業である老朽住宅除却等事業について助成対象を拡充し、空き

家等の活用による地域活性化の取り組みを支援し、地域コミュニティの維

持・再生を図る。 

 

２．概要 

過疎地域等において空き家等を活用した地域活性化の取り組みを支援

する観点から、老朽住宅除却等事業を下線部の通り拡充し、「空き家再生

等推進事業」を創設する。 

 

（助成対象） 

一 不良住宅、空家住宅又の除却費用 

二 不良住宅、空家住宅又の除却を行う者に対し除却工事等に要する

経費について補助する費用 

三 空家住宅又は空き建築物の活用に要する費用 

四 空家住宅又は空き建築物の活用を行う者に対し改修等に要する

経費について補助する費用 

五 不良住宅、空家住宅又は空き建築物の所有者の特定に要する費用 

 

 
【活用イメージ】  

 

空き家を記念館や体験宿泊施設等に
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参考資料２６

 
 
 

住宅市街地総合整備事業の補助対象の追加 

住宅局 市街地建築課  課長補佐 前田  亮 （内線 39663） 
 
 
１．目的 

人口が減少している中心市街地や郊外開発市街地において、空き家等を

活用して、地域の活性化を図る。 
 
 
２．内容 

人口が減少している等一定の要件を満たす中心市街地及び郊外開発市街

地において実施される住宅市街地総合整備事業について、補助対象に空き

家又は空き建築物の活用に要する費用（取得、移転、増築、改築等に要す

る費用）を追加する。 

 
【補助率】  

地方公共団体等が実施する場合、国：1/2 
民間等が実施する場合、国と地方公共団体で 2/3（国：1/3、地方：1/3） 
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参考資料２７

 

 

 

地域優良賃貸住宅制度（既存ストック活用タイプ）の創設 

住宅局 住宅総合整備課 企画専門官  長谷川貴彦（内線 39314）

 
 

１．目 的 

 

地方公共団体等による空き家等を活用した地域優良賃貸住宅の供給を促

進することにより、定住促進のための良質な賃貸住宅の供給を通じた地域

活性化を推進する。 

 

 

２．概 要 

 

既存の住宅・建築物を活用して定住促進に資する住宅供給を促進する観点

から、地域優良賃貸住宅制度（一般型・高齢者型）について、既存の住宅又

は建築物を事業主体が買取り又は借上げを行い、改良して供給するタイプ

（既存ストック活用タイプ）を追加する。 

 ただし、地域住宅計画において、以下の点が明記されている場合に限る。 

・地域の活性化の観点から定住対策を進めることが、地域の住宅政策

の主たる目標であること 

・定住促進を図るために良質な賃貸住宅供給を図るための事業である

こと 
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参考資料２８

 
 
 

低未利用地有効利用等推進計画作成事業の延長・重点化 

住宅局 市街地建築課  課長補佐 前田  亮 （内線 39663） 
 
 
１．目的 

都市再生に寄与する事業へ民間事業者を誘導するための条件整備として、

都市再生機構が行う関係権利者、事業者間の調整等のコーディネート業務

等を引き続き支援することにより、全国の都市再生を推進する。 
 
 
２．内容 

低未利用地有効利用等推進計画作成事業の支援対象を都市再生コーディ

ネート業務等に重点化し、補助対象期間を平成２０年度まで延長する。 

（現行：平成１９年度まで） 

 
 

都市再生機構が行うコーディネート業務

・初動期及び計画段階のコーディネートを行うことにより、円滑な民間事業者の事業参画を誘導

・ＵＲと民間事業者のパートナーシップによる共同開発

・ＵＲが自ら基盤整備等の事業を実施し、民間事業者の立地誘導を図る

民間の投資環境整備

構想段階 計画段階 事業実施段階

■初動期コーディネート

・まちづくりに関する情報提供・
各種調査の実施

・関係者間の合意形成支援

■計画コーディネート

・民間事業者の誘致・誘導
・事業推進体制の提案

■事業コーディネート

・民間再開発事業等の事務局
支援
・工事行程の調整

ＵＲのコー
ディネート

・事業スキーム等の提案

・行政との調整

・民間事業者のニーズ把握

・行政との調整 ・行政との開発等協議

・都市計画の提案
一例

民間事業者を都市再生へ誘導

都市再生機構が行うコーディネート業務

・初動期及び計画段階のコーディネートを行うことにより、円滑な民間事業者の事業参画を誘導

・ＵＲと民間事業者のパートナーシップによる共同開発

・ＵＲが自ら基盤整備等の事業を実施し、民間事業者の立地誘導を図る

民間の投資環境整備

構想段階 計画段階 事業実施段階

■初動期コーディネート

・まちづくりに関する情報提供・
各種調査の実施

・関係者間の合意形成支援

■計画コーディネート

・民間事業者の誘致・誘導
・事業推進体制の提案

■事業コーディネート

・民間再開発事業等の事務局
支援
・工事行程の調整

ＵＲのコー
ディネート

・事業スキーム等の提案

・行政との調整

・民間事業者のニーズ把握

・行政との調整 ・行政との開発等協議

・都市計画の提案
一例

民間事業者を都市再生へ誘導
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参考資料２９

 
 
 

街なみ環境整備事業の拡充 

住宅局 市街地建築課  課長補佐 前田  亮 （内線 39663） 
 
 
１．目的 

歴史的風致形成建造物等の保全・活用を支援することにより、良好な街

なみの維持・再生を推進する。 
 
 
２．内容 

（１）区域の追加 

街なみ環境整備促進区域の対象に、歴史的風致維持再生計画（仮称）の

重点地区の区域を追加する。 
 

（２）事業主体の追加 

事業主体に市町村を構成員に含む法定協議会を追加する。 
 

（３）補助対象の追加 

補助対象に次の費用等を追加する。 
 ・歴史的風致形成建造物（仮称）の買取費、移設費、修理費、復原費 

【補助率】  

1/2 
 ・景観重要建造物の買取費、移設費、修理費 

【補助率】  

1/3 
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参考資料３０

 
 
 

暮らし・にぎわい再生事業の拡充 

住宅局      市街地建築課   課長補佐  前田 亮（内線 39653）

都市・地域整備局 まちづくり推進課 企画専門官 横山克人（内線 32514）

市街地整備課   課長補佐  成田潤也（内線 32742）

 
 
 
 
１．目的 

地域の特色ある建築物の改修や復元による公益施設の整備等に係る補助要件

を緩和するとともに、石畳や植栽等の整備を補助対象に追加することにより、

既存のまちなみを活かした整備を促進する。 
また、暮らし・にぎわい再生事業に市街地再開発事業等の事業手法を活用す

るタイプを位置づけ、補助対象施設を追加することにより、中心市街地活性化

にあわせて防災安全性の確保・都市機能の更新を図る。 
 
２．内容 

（１）既存のまちなみを活かした整備の促進 
 ①既存のまちなみを活かした整備に対する補助要件の緩和 
   地方の中小都市等の中心市街地において実施する暮らし・にぎわい再

生事業について、都市機能まちなか立地支援、空きビル再生支援の対象

とする施設の要件を緩和する。 
      現行：３階以上を対象 → 階数要件なし 
  ②附帯事業（関連空間整備）における補助対象の追加 
      石畳や植栽等の整備費を補助対象に追加する。 

（２）市街地再開発事業等の事業手法の活用による都市機能まちなか立地の推

進 
  暮らし・にぎわい再生事業に市街地再開発事業等の事業手法を活用する

タイプを位置付け、補助対象に供給処理施設整備費、空地整備費等を追加

する。 

   

旧施設暮らし・にぎわい再生事業計画

中心市街地
（認定基本計画）

計画コーディネート支援

移転

駐車場
公開空地

新施設

空きビル

多目的広場

賑わい空間施設整備
（公開空地、駐車場等）

関連空間整備
（公開空地、駐車場）

賑わい空間施設整備 空きビル再生支援 都市機能まちなか立地支援
多目的広場等の公開空地の整備
に対し、補助

〔整備イメージ〕

空きビル等の公共公益施設・集客施設へ
の改修に対し、補助

公共公益施設の整備に対し、補助

市街地再開発事業等の採択要件を満たす
場合に、補助対象項目（供給処理施設整備費、

空地整備費等）を追加（ｽｰﾊﾟｰから生涯学習ｾﾝﾀｰへのｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ）

・地域固有のまちなみを活かした整
備・改修について補助要件緩和

・緑化施設等を補助対象に追加

旧施設暮らし・にぎわい再生事業計画

中心市街地
（認定基本計画）

計画コーディネート支援

移転

駐車場
公開空地

新施設

空きビル

多目的広場

賑わい空間施設整備
（公開空地、駐車場等）

関連空間整備
（公開空地、駐車場）

賑わい空間施設整備 空きビル再生支援 都市機能まちなか立地支援
多目的広場等の公開空地の整備
に対し、補助

〔整備イメージ〕

空きビル等の公共公益施設・集客施設へ
の改修に対し、補助

公共公益施設の整備に対し、補助

市街地再開発事業等の採択要件を満たす
場合に、補助対象項目（供給処理施設整備費、

空地整備費等）を追加（ｽｰﾊﾟｰから生涯学習ｾﾝﾀｰへのｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ）

・地域固有のまちなみを活かした整
備・改修について補助要件緩和

・緑化施設等を補助対象に追加
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参考資料３１

 
 
 

街なか居住再生ファンドの対象地域の追加 

住宅局 市街地建築課 課長補佐  前田 亮（内線 39653） 
 
１．目的 

人口減少に伴う生活機能低下、地域経済の低迷等が課題となっている地方部

の再生を図るため、ファンドの出資対象地域を拡大することにより、街なか居

住を促進する住宅整備事業等を推進し、居住機能、生活機能の再生を図る。 
 
２．内容 

街なか居住再生ファンドの対象となる地域に次の地域（既成市街地に限る。）

を追加する。 
ア）景観法に基づく景観計画が定められた区域等 
イ）都市再生緊急整備地域 
ウ）地域再生計画の区域 
エ）都市再開発法に基づく一号市街地の区域または二項市街地の区域（政令

指定都市及び三大都市圏の既成市街地等を除く） 
オ）広域的地域活性化基盤整備計画の重点地区の区域 
カ）地方拠点都市地域の区域 
キ）過疎地域、特定農山村地域、振興山村地域、離島地域、半島地域、豪雪

地帯、特別豪雪地帯、特殊土壌地帯、低開発地域、旧産炭地域 
※現行の対象地域 
・中心市街地 
・一定の要件を満たすニュータウン 

 
※平成２０年度予算において、１５億円を増額 
 

自己資金

ファンド
持分

建設
コスト

民間金融
機関借入

優先

劣後

対象事業を行うＳＰＣ

地権者等が出資

地権者に次ぐ劣
後部分をファンド
から出資

自己資金

ファンド
持分

建設
コスト

民間金融
機関借入

優先

劣後

対象事業を行うＳＰＣ

地権者等が出資

地権者に次ぐ劣
後部分をファンド
から出資

対象事業

民
間
の
住
宅
等

の
整
備
事
業

○直接支援方式

地方公共団体 等国

補助 補助等

活
動
拠
点
等
の

整
備
事
業

（社）全国市街地
再開発協会

街なか居住
再生ファンド

特別会計

信託会社等

信託

出資

対象事業

民
間
の
住
宅
等

の
整
備
事
業

○直接支援方式

地方公共団体 等国

補助 補助等

活
動
拠
点
等
の

整
備
事
業

（社）全国市街地
再開発協会

街なか居住
再生ファンド

特別会計

信託会社等

信託

出資

対象事業

○地域ファンド方式

地方公共団体等国

補助 信託

民
間
の
住
宅
等

の
整
備
事
業

（社）全国市街地
再開発協会

街なか居住
再生ファンド

特別会計

信託
信託会社等

地域ファンド

信託勘定

出資

活
動
拠
点
等
の

整
備
事
業

対象事業

○地域ファンド方式

地方公共団体等国

補助 信託

民
間
の
住
宅
等

の
整
備
事
業

（社）全国市街地
再開発協会

街なか居住
再生ファンド

特別会計

信託
信託会社等

地域ファンド

信託勘定

出資

活
動
拠
点
等
の

整
備
事
業
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参考資料３２

 
 
 

住宅市街地基盤整備事業の再編 

土地・水資源局 土地政策課  課長補佐  片山 耕治（内線 30643）

住宅局     住環境整備室 企画専門官 上森 康幹（内線 39353）

 
 
 
１．目 的 

少子高齢化等の社会経済状況の変化に対応した住宅市街地の環境整備を促

進するため、大規模な郊外開発の支援から撤退し、既存団地のバリアフリー

化等にあわせた公共施設の整備等の支援を行う事業に再編する。 
 
２．概 要 

（１）一般タイプの廃止 

主として市街化区域を拡大するような大規模な郊外開発に関連する公共施

設の整備等を行う一般タイプを廃止する。 
（２）団地再生タイプの追加 

計画的に開発された良質な住宅団地において、バリアフリー改修等の既存

住宅ストックの改善に関連する公共施設の整備等を行い良好な居住環境の形

成を図る団地再生タイプを追加する。 
 

 
 
 

 

郊外型団地開発

市街化区域を拡大す
る郊外型団地開発支
援から撤退

一般タイプの廃止

市街化区域

道路

公園

既存住宅の耐震改修にあわ
せ、地域の公共施設等の防
災機能の強化を促進

新タイプ
過去の

浸水エリア

市街化調整区域

既存ニュータウン

河川

浸水被害の防止等
により住宅団地を継
続的に活用するため、
住宅ストックの外壁
落下防止対策等に
あわせ、河川改修等
を促進

新タイプ

道路

少子高齢化等に対応した住宅
団地のバリアフリー化にあわ
せた、団地内の公園、道路等
のバリアフリー化の促進や親
水空間の一体的整備

新タイプ
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参考資料３３

 
 
 

地域建材の活用等による木造住宅市場の活性化 

住宅局 木造住宅振興室 課長補佐 浦口 恭直（内線 39413） 
 
 
１．目的 

地域建材を活用した木造住宅の振興は、林業、木材等の建材業、左官業、

大工・工務店等の中小住宅建設業など、地域の第一次・第二次産業の活性

化に大きく寄与していることから、木造住宅関連事業者の供給体制整備、

地域建材を活用した住宅の普及推進、これらの担い手の育成など、事業者

間の連携による取組を通じ、地域の木造住宅関連産業の競争力強化、木造

住宅市場の活性化を図る。 

 

 

２．制度の内容 

２以上の住宅関連事業者からなる事業体が行う木造住宅の供給体制整備、

普及推進、担い手育成、企画開発その他の事業に対して補助を行う。 

 

 

３．平成２０年度予算額 

国費 ３００百万円 
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参考資料３４

 
 
 

証券化支援事業の着実な推進 

住宅局 総務課 民間事業支援調整室 企画専門官 淡野博久（内線 39713） 
 
 
１．目的 

住宅金融支援機構において、民間金融機関による相対的に低利な長期固定金

利の住宅ローンの供給を支援・補完する証券化支援事業を着実に推進する。 
 
２．内容 

（１）優良住宅取得支援制度の実施 

○目的・内容 

地球環境問題、住宅市街地の防災性能の確保、少子高齢化の進行などの課

題に対応するため、住宅金融支援機構の行う証券化支援事業の枠組みを活用

した金利引き下げを通じ省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・

可変性が優れた住宅の取得を支援する、優良住宅取得支援制度を引き続き実

施する。 

※平成 20 年度からは、省エネルギー性、耐震性、バリアフリー性及び耐

久性・可変性のうちいずれか２つ以上の性能が優れた住宅を制度への適

合要件とする。 

 
 ○国費  

一般会計出資金 ５００億円 

 
（２）証券化支援事業（買取型）の超過担保に係る出資 

○目的・内容 

証券化支援事業（買取型）において、民間金融機関から買い取る住宅ロー

ン債権の超過担保部分に相当する債権について、超過担保に供する住宅ロー

ンの元利回収金と満期一括償還の社債等の償還とのキャッシュフローが異

なることから発生するＡＬＭリスクのうち、通常想定しない金利変動等によ

り発生する非期待損失（異常リスク）への対応を支援する 

 
○国費 

一般会計出資金 １６０億円 
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参考資料３５

 
 
 

住宅ローン返済困難者対策の延長 

住宅局 総務課 民間事業支援調整室 企画専門官 淡野博久（内線 39713） 
 
 
１．目的 

  経済事情の著しい変動等に伴い住宅ローンの支払い能力が低下している者

に返済期間の延長や金利引下げなどの特例措置を適用し、住宅ローン返済を継

続できるよう支援する。 

   

   

２．制度の内容 

    住宅ローン返済困難者対策の適用期限を平成 20 年度末まで延長する。 

     

  ［現行］平成 20 年 3 月 31 日 → ［改正］平成 21 年 3 月 31 日 
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参考資料３６

 
 
 

財政融資資金の繰上償還（補償金免除）の実施等 

住宅局 総務課 民間事業支援調整室 企画専門官 淡野博久（内線 39713） 
 
 

１．目的 

  住宅金融支援機構の中期目標・中期計画に従い業務運営の効率化等を進める

とともに、引き続き既往債権の証券化による資金を活用して財政融資資金の繰

上償還を行う。 

 

２．内容 

（１）繰上償還額 

  7,000 億円 

 

（２）償還財源 

   住宅金融支援機構債券（Ｓ種貸付債権担保） 7,000 億円 

※ 住宅金融支援機構債券（Ｓ種貸付債権担保）については、上記のほ

か、財政融資資金の償還等に係る財源のため 2,000 億円を発行する

こととしている。 

 

 （注）なお、住宅金融支援機構債券の発行状況、余裕金の発生状況を踏まえ、

繰上償還額、償還財源及び住宅金融支援機構債券（S種貸付債権担保）発

行額に関しては財務省と協議の上、変更する場合がある。 
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参考資料３７

 

 

 

特定優良賃貸住宅等の空家改善対策の推進 

住宅局 住宅総合整備課 企画専門官  長谷川貴彦（内線 39314）

 

 

１．目 的 

 

特定優良賃貸住宅等の空家対策を推進するため、用途廃止の要件を緩和す

る。 

 

 

２．概 要 

 

特定優良賃貸住宅等の用途廃止の対象に、次のいずれにも該当するものを

追加する。 
 

・ 管理期間が 10 年以上経過していること。 

・ 最近２年以内に、第三者機関の行う不動産鑑定に基づき市場家賃以下に家

賃の見直しを行い、かつ、管理開始時に設定した家賃よりも１割以上引き

下げているにも関わらず、空家となり、入居者募集のための処置を講じた

が 3ヶ月以上入居者がない住戸がある団地であること。 
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